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午後1時31分 開会 

○事務局（岡） 

 それでは、ただいまから令和4年10月定例総会を開催させていただきます。 

 開会に当たりまして、会長が御挨拶申し上げます。 

○会長（德永） 

 〔挨拶を述べる〕 

○事務局（岡） 

 早速、議事に入らせていただきますが、みやま市農業委員会会議規則第６条の規定により

まして、会長が議長を務め、議事を進めてまいります。 

 それでは、会長よろしくお願いします。 

○議長（德永） 

 規定により、議長を務めます。皆さんの御協力をよろしくお願いします。 

 それでは、お手元の資料に基づきまして進めてまいります。 

 初めに、本日の出席委員は18名で定足数に達しておりますので、総会は成立しております。 

 なお、議席番号5番河野和夫委員より欠席の届けが出ておりますので、御報告いたします。 

 推進委員は、18名の委員に出席いただいています。 

 次に、会議規則第14条第２項に定める議事録署名委員の指名についてですが、本日は、議

席番号7番河野順大委員、同じく8番加藤和己委員にお願いします。 

 また、本日の会議書記には事務局職員の堤和美君を指名いたします。 

 議事に入らせていただきます前にお断りしておきます。 

 総会において委員が発言される場合は、議長の許可を受けた後、議席番号と氏名を言って

から発言されるようにお願いします。また、個人情報保護の観点から、発言においては個人

名等の固有名詞は避けていただきますようお願いいたします。 

 なお、発言中に個人名等が出た場合は、職権にて削除させていただきますので御了承願い

ます。 

 それでは、議事に入らせていただきます。 

 議案第24号 農地法第３条の規定による許可申請についてを議題とします。 

 事務局は、整理番号１番について説明をしてください。 

○事務局（東） 



- 4 - 

 整理番号１番について説明します。申請人、相手方及び申請土地の状況は議案書のとおり

です。移動の理由は、贈与となっております。以上です。 

○議長（德永） 

 次に、地元委員の意見をお願いします。 

○25番（山下） 

 特に問題はありません。 

○議長（德永） 

 ただいま整理番号１番について説明がありましたが、御質問、御意見をお受けします。何

か御質問、御意見はございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（德永） 

 御質問、御意見がないようですので、採決に入ります。 

 許可することに御異議ございませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（德永） 

 御異議がないようですので、議案第24号、整理番号１番を原案どおり許可することに決定

いたします。 

 事務局は、整理番号２番について説明をしてください。 

○事務局（東） 

 整理番号２番について説明します。申請人、相手方及び申請土地の状況は議案書のとおり

です。移動の理由は、売買となっております。以上です。 

○議長（德永） 

 次に、地元委員の意見をお願いします。 

○31番（坂梨） 

 現地を確認しましたけど、何も問題はないと思いますので、御審議方よろしくお願いしま

す。 

○議長（德永） 

 ただいま整理番号２番について説明がありましたが、御質問、御意見をお受けします。何

か御質問、御意見はございませんか。 



- 5 - 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（德永） 

 御質問、御意見がないようですので、採決に入ります。 

 許可することに御異議ございませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（德永） 

 御異議がないようですので、議案第24号、整理番号２番を原案どおり許可することに決定

いたします。 

 事務局は、整理番号３番について説明をしてください。 

○事務局（東） 

 整理番号３番について説明します。申請人、相手方及び申請土地の状況は議案書のとおり

です。移動の理由は、売買となっております。以上です。 

○議長（德永） 

 次に、地元委員の意見をお願いします。 

○35番（野中） 

 先月の下旬に現地確認いたしましたところ、私、推進委員としましては何も問題ないと判

断いたしました。皆様の御審議よろしくお願いします。 

○議長（德永） 

 ただいま整理番号３番について説明がありましたが、御質問、御意見をお受けします。何

か御質問、御意見はございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（德永） 

 御質問、御意見がないようですので、採決に入ります。 

 許可することに御異議ございませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（德永） 

 御異議がないようですので、議案第24号、整理番号３番を原案どおり許可することに決定

いたします。 

 次に、議案第25号 農地法第５条の規定による許可申請についてを議題とします。 
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 事務局は、整理番号１番について説明してください。 

○事務局（堤） 

 整理番号１番について説明します。申請地、申請人及び転用理由は議案書のとおりです。 

 用途地域である第三種農地に宅地造成をするために転用するものです。 

 東、西、北は整理番号２番、３番において転用申請をされています。南は道路に面してお

り、隣接農地アンケートはありません。 

 水利関係は、水利委員、地元区長から無条件承諾を得てあります。 

 雨水排水は水路へ放流します。以上です。 

○議長（德永） 

 次に、地元委員の意見をお願いします。 

○26番（釘嶋） 

 10月6日に書類及び現地の確認を農地委員さんと一緒にやりましたけれども、問題ないと

思われます。慎重審議よろしくお願いします。 

○議長（德永） 

 続いて、農地委員会からの意見をお願いします。 

○農地委員（加藤） 

 10月6日、申請地の現地確認を行いました。農地委員会としては問題ないというふうに考

えております。皆さんの御審議よろしくお願いいたします。 

○議長（德永） 

 ただいま整理番号１番について説明がありました。何か御質問、御意見はございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（德永） 

 御質問、御意見がないようですので、採決に入ります。 

 承認することに御異議ございませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（德永） 

 御異議がないようですので、議案第25号、整理番号１番を原案どおり承認することに決定

いたします。 

 事務局は、整理番号２番について説明してください。 
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○事務局（堤） 

 整理番号２番について説明します。申請地、申請人及び転用理由は議案書のとおりです。 

 用途地域である第三種農地に資材置場及び通路を確保するために転用するものです。 

 東は整理番号１番、３番において転用申請されています。西は田、北は宅地、南は道路に

面しており、隣接農地アンケートの結果、了承済みです。 

 水利関係は、水利委員、地元行政区長から無条件承諾を得てあります。 

 雨水排水については、水路へ放流します。以上です。 

○議長（德永） 

 次に、地元委員の意見をお願いします。 

○26番（釘嶋） 

 これは、1枚の田を3筆に分筆して宅地申請してあるようですので、１番と同様に問題ない

と思われました。審議をよろしくお願いします。 

○議長（德永） 

 続いて、農地委員会からの意見をお願いします。 

○農地委員（加藤） 

 10月6日、現地確認を行っております。地元委員さんからありましたように、１番、３番

と同じですね、1枚の田を転用するという申請であります。問題ないというふうに考えてお

ります。よろしくお願いします。 

○議長（德永） 

 ただいま整理番号２番について説明がありました。何か御質問、御意見はございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（德永） 

 御質問、御意見がないようですので、採決に入ります。 

 承認することに御異議ございませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（德永） 

 御異議がないようですので、議案第25号、整理番号２番を原案どおり承認することに決定

いたします。 

 事務局は、整理番号３番について説明してください。 
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○事務局（堤） 

 整理番号３番について説明します。申請地、申請人及び転用理由は議案書のとおりです。 

 用途地域である第三種農地に隣接する住宅の敷地拡張をするために転用するものです。 

 東は宅地、西は整理番号１番、２番において転用、北は宅地、南は道路に面しており、隣

接農地アンケートはありません。 

 水利関係は、水利委員及び地元行政区長から無条件承諾を得てあります。 

 雨水排水については、水路へ放流します。以上です。 

○議長（德永） 

 次に、地元委員の意見をお願いします。 

○26番（釘嶋） 

 これについても、先ほどの１番、２番同様に問題ないと思われますので、よろしくお願い

します。 

○議長（德永） 

 続いて、農地委員会からの意見をお願いします。 

○農地委員（加藤） 

 これも10月6日、現地確認を行っております。農地委員会としては問題ないというふうに

考えております。皆さんの御審議よろしくお願いいたします。 

○議長（德永） 

 ただいま整理番号３番について説明がありました。何か御質問、御意見はございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（德永） 

 御質問、御意見がないようですので、採決に入ります。 

 承認することに御異議ございませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（德永） 

 御異議がないようですので、議案第25号、整理番号３番を原案どおり承認することに決定

いたします。 

 事務局は、整理番号４番について説明してください。 

○事務局（堤） 
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 整理番号４番について説明します。申請地、申請人及び転用理由は議案書のとおりです。 

 用途地域である第三種農地に共同住宅を建築するために転用するものです。 

 東は宅地、西は道路、北は道路、南は境内地と畑に面しており、隣接農地アンケートの結

果、了承を得てあります。また、農地の管理上問題がありましたので顛末書を提出されてい

ます。 

 水利関係は、地元行政区長から無条件承諾を得てあります。 

 生活雑排水は公共下水道へ放流し、雨水排水は水路へ放流します。以上です。 

○議長（德永） 

 次に、地元委員の意見をお願いします。 

○22番（井上） 

 10月6日に現地並びに書類を確認いたしまして、特に問題はないと思われます。審議のほ

どよろしくお願いいたします。 

○議長（德永） 

 続いて、農地委員会からの意見をお願いします。 

○農地委員（加藤） 

 これも10月6日、現地確認を行っております。これも用途地域ということで、農地委員会

としては問題ないというふうに考えております。皆さんの御審議よろしくお願いいたします。 

○議長（德永） 

 ただいま整理番号４番について説明がありました。何か御質問、御意見はございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（德永） 

 御質問、御意見がないようですので、採決に入ります。 

 承認することに御異議ございませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（德永） 

 御異議がないようですので、議案第25号、整理番号４番を原案どおり承認することに決定

いたします。 

 事務局は、整理番号５番について説明してください。 

○事務局（堤） 
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 整理番号５番について説明します。申請地、申請人及び転用理由は議案書のとおりです。 

 住宅・公益的施設が連担する第三種農地に住宅を建築するために転用するものです。 

 東は宅地、西は道路、北は宅地、南は宅地に面しており、隣接農地アンケートはありませ

ん。 

 水利関係は、水利委員及び地元区長から水路に油類を流すことを禁じることを条件として

条件付き承諾を得てあります。また、農地の管理上問題がありましたので始末書を提出され

ています。 

 生活雑排水は合併浄化槽を設置し、水路へ放流します。 

 雨水排水も水路へ放流します。以上です。 

○議長（德永） 

 次に、地元委員の意見をお願いします。 

○25番（山下） 

 現地確認の上、特に問題はありません。 

○議長（德永） 

 続いて、農地委員会からの意見をお願いします。 

○農地委員（加藤） 

 10月6日、現地確認を行っております。農地委員会としては問題ないというふうに考えて

おります。皆さんの御審議よろしくお願いいたします。 

○議長（德永） 

 ただいま整理番号５番について説明がありました。何か御質問、御意見はございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（德永） 

 御質問、御意見がないようですので、採決に入ります。 

 承認することに御異議ございませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（德永） 

 御異議がないようですので、議案第25号、整理番号５番を原案どおり承認することに決定

いたします。 

 事務局は、整理番号６番について説明してください。 
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○事務局（堤） 

 整理番号６番について説明します。申請地、申請人及び転用理由は議案書のとおりです。 

 農地の広がりが10ヘクタール未満の第二種農地に住宅を建築するために転用するものです。 

 東と北は譲渡人所有の農地、西は宅地、南は道路に面しており、隣接農地アンケートはあ

りません。 

 水利関係は、地元区長から無条件承諾を得てあります。 

 生活雑排水は合併浄化槽を設置し、水路へ放流します。 

 雨水排水は水路へ放流します。以上です。 

○議長（德永） 

 次に、地元委員の意見をお願いします。 

○31番（坂梨） 

 10月6日に現地を確認しましたが、何も問題ないと思われましたので、皆様の御審議方よ

ろしくお願いします。 

○議長（德永） 

 続いて、農地委員会からの意見をお願いします。 

○農地委員（加藤） 

 これも10月6日、申請地の現地確認を行っております。農地委員会としては問題ないとい

うふうに考えております。皆さんの御審議よろしくお願いいたします。 

○議長（德永） 

 ただいま整理番号６番について説明がありました。何か御質問、御意見はございませんで

しょうか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（德永） 

 御質問、御意見がないようですので、採決に入ります。 

 承認することに御異議ございませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（德永） 

 御異議がないようですので、議案第25号、整理番号６番を原案どおり承認することに決定

いたします。 
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 事務局は、整理番号７番について説明してください。 

○事務局（堤） 

 整理番号７番について説明します。申請地、申請人及び転用理由は議案書のとおりです。 

 農地の広がりが10ヘクタール未満の第二種農地に駐車場を拡張するために転用するもので

す。 

 東は道路、西は宅地、南は道路に面しており、隣接農地アンケートはありません。 

 水利関係は、水利委員、地元区長、土地改良区役員から無条件承諾を得てあります。 

 雨水排水は水路へ放流します。以上です。 

○議長（德永） 

 次に、地元委員の意見をお願いします。 

○30番（柿原） 

 この議案については、番号７番で上段と下段とありますが、上段のものについては、どう

いうわけか農振地域になっておりまして、今回、農振除外の申請が下りたところでの許可申

請となっております。この土地は宗教法人のお寺に門徒さんからの寄附ということで、何ら

問題ないと思っておりますので、皆さんの御審議方よろしくお願いいたします。 

○議長（德永） 

 続いて、農地委員会からの意見をお願いします。 

○農地委員（加藤） 

 これも10月6日、現地確認を行っております。農地委員会としては問題ないというふうに

考えております。皆さんの御審議よろしくお願いいたします。 

○議長（德永） 

 ただいま整理番号７番について説明がありました。何か御質問、御意見はございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（德永） 

 御質問、御意見がないようですので、採決に入ります。 

 承認することに御異議ございませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（德永） 

 御異議がないようですので、議案第25号、整理番号７番を原案どおり承認することに決定
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いたします。 

 事務局は、整理番号８番について説明してください。 

○事務局（堤） 

 整理番号８番について説明します。申請地、申請人及び転用理由は議案書のとおりです。 

 農地の広がりが10ヘクタール未満の第二種農地に住宅を建築するために転用するものです。 

 東、南、北は譲渡人所有の農地、西は道路に面しており、隣接農地アンケートはありませ

ん。 

 水利関係は、地元区長から無条件承諾を得てあります。 

 雨水排水は水路へ放流します。以上です。 

○議長（德永） 

 次に、地元委員の意見をお願いします。 

○31番（坂梨） 

 10月6日に現地確認をしましたが、何ら問題ないと思いますので、皆様の御審議方よろし

くお願いします。 

○議長（德永） 

 続いて、農地委員会からの意見をお願いします。 

○農地委員（加藤） 

 これも10月6日、現地確認を行っております。この８番のやつですけれども、前ページの

３条の２番と同じ土地の一部分になっております。残りの部分が３条のやつですけれども、

ブドウを作るように計画をされているということです。 

 農地委員会としては、北側の園地も同じように耕作放棄地的な園地になっておりまして、

同じ所有者ですので、できれば、北側の方に家を建ててもらって、この1424番の6は四角い

ままブドウを作られた方が農地としては有効に使えるんじゃないかというふうな意見も出ま

したけれども、問題はないかなというふうに思われます。皆さんの御審議よろしくお願いい

たします。 

○議長（德永） 

 ただいま整理番号８番について説明がありました。何か御質問、御意見はございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（德永） 
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 御質問、御意見がないようですので、採決に入ります。 

 承認することに御異議ございませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（德永） 

 御異議がないようですので、議案第25号、整理番号８番を原案どおり承認することに決定

いたします。 

 ちょっと休憩取りますので。 

午後１時59分 休憩 

午後２時   再開 

○議長（德永） 

 再開します。 

 ここで提案いたします。議案第26号 農地法第４条許可に係る転用計画の変更について、

議案第27号 農地法第５条許可に係る転用計画の変更については関連がございますので、一

括審議としたいと思いますが、いかがでしょうか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（德永） 

 御異議がないようですので、議案第26号 農地法第４条許可に係る転用計画の変更につい

て、議案第27号 農地法第５条許可に係る転用計画の変更については、一括審議といたしま

す。 

 ここで、農業委員会会議規則第11条に「農業委員会の委員は、自己又は同居の親族若しく

はその配偶者に関する事項については、その議事に参与することができない。」とあります。

該当委員はここで退室をお願いします。 

    〔該当委員 退室〕 

○議長（德永） 

 事務局は、説明をお願いいたします。 

○事務局（堤） 

 議案第25号、第26号について一括して説明します。 

 農地法第４条及び第５条許可に係る転用計画変更の承認申請です。 

 令和元年の当初計画において事業期間、令和元年11月4日から令和4年10月31日までの一時
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転用が申請され、許可を受けていました。この計画を変更され、事業期間を令和元年11月4

日から令和5年10月31日に変更申請が提出されたものです。以上です。 

○議長（德永） 

 次に、地元委員の意見をお願いします。 

○27番（大塚） 

 問題なしと思われますので、よろしくお願いします。 

○議長（德永） 

 続いて、農地委員会からの意見をお願いします。 

○農地委員（加藤） 

 これも10月6日、現地確認を行っております。一時転用を1年延長するということですので、

問題ないかというふうに考えております。皆さんの御審議よろしくお願いいたします。 

○議長（德永） 

 ただいま議案第26号及び議案第27号について説明がありました。何か御質問、御意見はご

ざいませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（德永） 

 御質問、御意見がないようですので、採決に入ります。 

 承認することに御異議ございませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（德永） 

 御異議がないようですので、議案第26号 農地法第４条許可に係る転用計画の変更につい

て、議案第27号 農地法第５条許可に係る転用計画の変更については、原案どおり承認する

ことに決定いたします。 

    〔該当委員 入室〕 

○議長（德永） 

 次に、議案第28号 農業経営基盤強化促進法第18条の規定による農用地利用集積計画の決

定についてを議題とします。 

 事務局は、議案第28号について説明をしてください。 

○事務局（田中） 



- 16 - 

 議案第28号 農業経営基盤強化促進法第18条の規定による農用地利用集積計画の決定につ

いて説明します。 

 議案書6ページを御覧ください。周年契約は、田17万9,821平方メートル、畑1万4,167平方メ

ートル、合計19万3,988平方メートルで、件数は49件、筆数は122筆となっております。 

 議案書7ページを御覧ください。期間借地は、田8,573平方メートルで、件数は1件、筆数は2

筆となっております。 

 内容につきましては、8ページ以降に各筆別明細をつけておりますが、事前に議案書を送付し

ておりますので説明は省略いたします。 

 議案書17ページを御覧ください。あっせんに関する所有権移転は、機構への売渡しが1件とな

っております。内容につきましては各筆別明細のとおりですが、事前に議案書を送付しており

ますので説明は省略いたします。以上です。 

○議長（德永） 

 ただいま議案第28号について説明をいたしました。 

 何か御質問、御意見はございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（德永） 

 御質問、御意見がないようですので、採決に入ります。 

 議案第28号は決定することに御異議ございませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（德永） 

 御異議がないようですので、議案第28号 農業経営基盤強化促進法第18条の規定による農

用地利用集積計画の決定については、計画のとおり決定いたします。 

 それでは続きまして、2.報告事項です。 

 報告事項、第１号について、事務局は説明をお願いします。 

○事務局（堤） 

 報告１号、農地法第18条第６項の規定による通知について、賃貸借の解約が9件提出され

ております。内訳は設定7件、転用1件、所有権移転1件です。以上です。 

○議長（德永） 

 ただいま報告事項、第１号について説明がありましたが、御質問をお受けいたします。何
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か御質問はございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（德永） 

 御質問がないようですので、報告事項、第１号をこれで終わらせていただきます。 

 報告事項、第２号について、事務局は説明をお願いします。 

○事務局（岡） 

 報告２号、使用貸借の解約通知について、使用貸借の解約が4件提出されております。内

訳は4件とも設定になっております。以上です。 

○議長（德永） 

 ただいま報告事項、第２号について説明がありましたが、御質問をお受けいたします。何

か御質問はございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（德永） 

 御質問がないようですので、報告事項、第２号をこれで終わらせていただきます。 

 これをもちまして、本日の日程が全て終了いたしましたので、閉会とさせていただきます。 

 長時間にわたり、ありがとうございました。 

午後2時10分 閉会 

 


